
青森県立高等学校将来構想検討会議第２分科会（第３回）概要 

 

               日時：平成２７年４月２２日（水） 

                  １３：３０～１６：２０ 

               場所：ウェディングプラザアラスカ ダイヤモンド 

 

＜出席者＞ 

 第２分科会委員 

 小磯 重隆 分科会長、小山内 世喜子 委員、古山 哲司 委員、 

 鈴木 雅博 委員、成田 幸男 委員、長谷川 光治 委員、吉田 晃 委員 

 赤坂 寿 専門委員、貝守 弘 専門委員、柏木 司 専門委員 

 長者久保 雅仁 専門委員、吉田 健 専門委員 

 

１ 開会 

  金教育次長から、鈴木 雅博 委員、柏木 司 専門委員、吉田 健 専門委員へ

委嘱状を交付した。 

  金教育次長から、挨拶があった。 

 

２ 調査検討 

 (１) 「第２分科会の検討スケジュール及び地区部会への意見照会」、「第２分科

会（第２回）後に意見等記入票で寄せられた意見」について 

   事務局から、資料２及び資料３について説明した。 

 

   小磯分科会長から、本日の会議は、資料４の内容について追加や修正はないか

という視点で意見交換すること、今回の会議で資料４を決定するものではなく、

地区部会の意見を踏まえて次回の会議で最終的に取りまとめることを確認した。 

 

 (２) 学校規模・配置に関する基本的な考え方及び高等学校教育を受ける機会の確

保について 

   事務局から、資料４「１ 学校規模・配置に関する基本的な考え方」及び「２ 

高等学校教育を受ける機会の確保」について説明した。 

 

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 各地区における中学生の進路の選択肢の確保については、中学校と高等学校

の連携が非常に重要になると思う。中学校の進路指導の時点で、生徒がどのよ

うな高校に進学するのか、生徒、保護者、教諭の三者で決めることになるが、

高校の状況をしっかり理解した上で検討する必要がある。高校の選択肢を用意

してもそれを理解できていなければ効果がないことから、連携をより一層強化

してもらいたい。 

    もう１点の通学環境への配慮については、地理的要因等から自分が行きたい

１ 

 



学校や学びたい教科を選ぶことができない状況になることだけは避けていただ

きたい。このことから、スクールバスの運行や寄宿舎の設置についても同時進

行でしっかりと議論することが大事であり、保護者の経済力によって格差が生

じないよう検討する必要があると思う。 

    また、普通科、専門学科など様々な高校がある中で、高校進学後、自分の進

路希望に変更があった場合には、やり直しができるようなシステムについても

検討してもらいたい。 

 

   小磯分科会長から、学校規模・配置に関する基本的な考え方のポイントとして、

県内全ての高等学校において求められる役割に応じて、特色ある教育活動が実践

可能となる学校規模・配置を「オール青森」の視点で検討するに当たっては、

「高校教育を受ける機会の確保」と「充実した教育環境の整備」の両面を考慮す

る必要があり、このうち高校教育を受ける機会の確保のポイントとして、「中学

生の進路の選択肢の確保」と「通学環境への配慮」の２つの観点から検討する必

要がある旨の発言があった。 

 

 (３) 充実した教育環境の整備について 

   事務局から、資料４「３ 充実した教育環境の整備」及び資料５について説明

した。 

 

  ① 各高等学校に共通して求められる教育環境について 

 

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 全ての高等学校において、新しい学習指導要領に則る形で探究型学習を取り

入れ、課題解決能力を育成することが求められているので、教員の研修につい

てもしっかり行う必要がある。 

    併せて、ＳＧＨやＳＳＨも推進し、将来を担う人財を育成することが肝要だ

と思う。 

 

  ② 普通科の重点校の設置について 

 

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 「重点校」という言葉は、前回までの分科会では直接出てこなかったが、言

葉としては良いものだと思う。しかしながら、「重点校」という言葉が使われ

て間もないこともあるが、形が固まっていないように思う。例えば、資料５の

１ページの図を見ると、分かるような気もするが、重点校をどの地区にどの程

度用意するのか、重点校以外の高校との関係をどのように結びつけるのかにつ

いて、もう少し議論する必要があるのではないか。 

    まだ議論に至っていないが、「拠点校」については、工業や農業などそれぞ

れの専門分野の拠点校と、その他の関連する高校との連携が分かりやすい図に
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なっている。その図によく似た形で重点校が作成されているが、そう簡単に結

びつくものなのだろうかと思う。 

 

   小磯分科会長から、「前回までの議論の中では、重点校、拠点校の両方の概念

を合わせたものを『拠点校』としていた。今回の事務局の整理案で、普通科の重

点校と専門学科の拠点校を整理してもらったところである。したがって今回の会

議では重点校と拠点校について共通の認識がなければ議論がかみ合わないと思う

ので、これについて意見を伺いたい。」と発言があった。 

 

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 資料５の１ページの図を見れば、グローバル教育や理数教育の重点校があり、

ほかの学校でもグローバル教育を行うのであれば必要な支援をするということ

がよく分かる。２ページの他県の例のようにグローバル人材育成のカリキュラ

ムを開発し、その実践を普及するといった流れになるのではないかと思う。Ａ

校が重点校であれば、Ａ校は進学校と考えられる。その場合、仮に進学校では

ないＣ、Ｄといった周辺の学校に単純に普及できるものではないのではないか。 

 

  ○ 前回までの議論では、普通科を増やす必要があるとのことだった。それと同

時に、理数科や英語科等は定員割れが生じ、実は機能していない面がある。例

えば、グローバル科といった形で、普通科の内容を発展させていくことは方法

としてあり得るのではないか。また、普通科の中で、例えば理数系を重点的に

深めていくという理数教育の重点校が設置されることは可能かもしれない。 

    田名部高校は、英語科が設置されているが、文科省の委託事業である「外部

専門機関と連携した英語指導力向上事業」を実施しており、「田名部モデル」

という名称でオールイングリッシュの授業を行う形態の普及という役割を担っ

ている。このことからすれば、重点校から周辺の学校へ影響を与えるというこ

とは一つの方法としてあると思う。例えば、理数教育にしても、ＳＳＨに取り

組むことで、重点校が中心となって周辺の中学校も含めて、理数教育の指導方

法等を共同で開発していくというやり方もあるのではないか。このようなイメ

ージを持ったところである。 

 

  ○ Ａ高校だから重点校ということではなく、例えばグローバル教育を行うとい

うコンテンツに重点があり、それを中核的に各校に広めるということであると

思う。結果的には同じかもしれないが、高校自体を重点化するということでは

なく、取組や役割に重点があるということだと思う。 

 

  ○ 理数科が設置されている学校においてもかなりの問題を抱えているのが現状

である。普通科系の専門学科は、大なり小なり問題があると思う。その中で、

理数教育やグローバル教育といった重点校を設置することによって、どのよう

にその課題を解決することになるのかということを議論しなければ、なかなか
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うまく機能していかないのではないか。 

    職業教育における拠点校は、農業、工業、いずれにおいても学科という具体

的なものがあるので、拠点校として作用するだろうが、普通科における重点校

は、あくまで普通科なので、具体的なイメージが湧かないのではないか。「理

数教育」、「グローバル教育」という言葉を初めて聞いた人は、言葉の違いは

分かるが、何を実施するのか分からないと、最初に思うのではないか。したが

って、普通科に重点校を設けて様々取り組むのであれば、誰にでもイメージで

きるように一つ一つ具体化して議論することが必要である。 

 

  ○ 前回までに「拠点校」というものが委員の中でもバラバラであるということ

が分かり、今回初めて「重点校」という言葉が出てきたが、まだまとまらない

感じになっている。重点校はこれまでのＳＳＨやＳＧＨとどこがどう違って、

それが今の少子化対策の議論の中で、どういう風に今と違った形で出てきてい

るのかが少し分かりづらい。前回までの議論の中で、重点校というのは、規模

等が関係してくるのではないかと自分なりにイメージしていた。例えば、青森

高校で行われているＳＧＨがある。それが、重点校と何が違って、これを設置

することで統合や再編を行うことに、保護者を含めた県民がどう納得するのか。

あまりにも分かりにくいのではないかという気がする。事務局には、これでど

のようにしたかったのかを少し説明いただきたい。 

  →（事務局）重点校及び拠点校は、第１分科会での専門学科の取組についての検

討において、拠点となって取り組む学校が必要ではないかといった議論から出

てきたものと認識している。ＳＳＨやＳＧＨは、文部科学省が指定する学校で

ある。それは、それぞれの学校が手を挙げ、指定を受けて、事業に取り組んで

いるものであり、あくまで国の指定の限られた期間のみ実施される。現在、理

数教育、グローバル教育は特定の学校だけが取り組むのではなく、全ての学校

で充実が求められているという背景があって、県としてその中核となる学校の

設置を検討していく必要があるという議論があったことを踏まえ記載している

ものである。 

   

  ○ それでは、県の政策として取り組むということか。 

  →（事務局）第１分科会の議論の中で、全体として中学校卒業予定者数は平成２

７年度の２０年後である平成４７年度には、ほぼ半減するのではないかと見込

まれており、学校数を維持し学級減のみで対応すると、今は６学級や７学級規

模の学校であっても、５学級、４学級となり、地区によっては１学級、２学級

規模の学校だけになると見込まれる中にあって、果たして望ましい教育ができ

るか、望ましい環境かという議論があった。例えば、農業高校や工業高校など

では、全てダウンサイズするのではなく、一定の規模を意図的に残して教育環

境を作るということも大事ではないかという議論が第１分科会であったところ

である。この後、資料４では、重点校や拠点校に対応する学校規模の方向性に

ついて議論することになると思うが、充実した教育内容を実践するための規模
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を、少子化の中で、どう維持していくのか、規模の観点で、中学校卒業予定者

数が減っていく中でも、多様な教育環境を提供すべきではないかという議論が

あったところである。 

 

  ○ 規模の議論はこの後にあるが、例えば６学級、４学級ではなく、全て均等に

５学級が良いという意見もあるかもしれない。しかしながら、中学生が夢を持

って自分の進路選択をするときに、選択肢が全て均等というのもどうか。充実

した教育環境の整備を考えたとき、近所の高校は４学級でも、ある取組を重点

的、中核的に実施する６学級の高校を選択するという生徒もいるだろう。選択

肢を増やしながらも、それだけではなく、機動力がある分だけ、中核的に先例

的なものを試みる学校があっても良いかもしれない。ただし、誤解があっては

いけないのは、中核的役割を担う重点校だけがＳＳＨやＳＧＨに取り組むもの

ではないと思う。小規模校が手を挙げて文科省の指定を受ければ実施しても良

いと思う。ＳＳＨやＳＧＨなどの取組をやっていこうということだけが、重点

校の目的ではないと思っている。 

 

  ○ 充実した教育環境のために重点校をつくるべきということは理解した。しか

し、重点校の概念は、教育的な情報量の差があるため、教員ではない一般の

方々からはイメージしづらい。この意識の差が埋まらないまま議論を進めても、

この後の学校規模の議題にたどり着けないのではないか。 

 

  ○ 重点校のイメージがつかみづらい。重点校という意味について共通認識をも

って進める必要がある。はじめは重点校によって、ますます学校のランク付け

につながるのではないかと危惧していたが、そうではないとわかった。また、

中核的役割という少し抽象的な言葉が出てきた。資料５の１ページにある破線

部分がつながりだと思うが、中核的役割を担う学校と他校とのつながりという

のは、具体的にどういうことかという例をたくさんあげてもらいたい。例えば、

カリキュラムを開発し他校に提供ということも考えられるが、学校毎にレベル

等の違いもあるので、そのまま他校で使えるものではないと思う。以上のこと

から、中核的役割を担う学校と他校とのつながりについて、もっと具体的に示

すべきではないかと思う。 

 

  ○ 重点校にばかり質問があり、拠点校に質問がないということは、拠点校は分

かりやすいが、重点校は分かりにくいということ。これまでの総合学科、中高

一貫教育でも、普及させるためのカリキュラム研究をしていたが、普及してい

かなかった。例えば弘前高校では難関大学に向けて自校で問題を作成している

が、それが実際には他校に広がっていない。各校には各校の課題があり、その

課題を解決するために頑張っている。その中で、例えば「医学部に進学させ

る」、「生活習慣をしっかりさせる」という目的がないと、各校の重点が出て

こないのではないか。現在も各校が自校の課題解決に向けて努力しているので、
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それを県がまとめてもっとやりやすくするという方向であれば良いのではない

か。単位制においても、自分の学校の課題を解決するためのカリキュラム開発

というのがあり、学習指導要領に基づく学校設定科目もあるが、教科書、指導

者等の問題があり、それを２、３年続けるのは難しい。前回よりは分かりやす

くなったが、拠点校のように具体的な説明が必要であり、例えば高校段階での

資格取得等、重点の内容をもう少し具体的にすべきではないか。 

 

   小磯分科会長から、「重点校という言葉自体に共通認識が生まれにくい面があ

るのだと思うが、問題は中核的な役割を担う学校が必要かどうか。また、中核的

な役割というのは、地域の中核なのか、内容的な中核なのか。現在、図示されて

いるのは内容的な中核としてまとめられている。しかし、地域の中核という考え

方もあり得ると思う。」と発言があった。 

 

  ③ 職業教育を主とする専門学科の拠点校の設置について 

  

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 商業教育の拠点校はどうなるのか。普通高校でも商業教育は行っているため、

例えば商業高校と普通高校の連携が考えられるが、その場合、その学校は重点

校なのか、拠点校なのか。例えば、工業高校と普通高校のつながりや農業高校

と普通高校のつながりも考慮して柔軟性を持った拠点校がよいのではないか。

形としては分かりやすいので、拠点校自体を設けることは賛成である。 

 

  ○ 専門学科の学校のプレゼンテーションは、全国的にも高いレベルになってお

り、その題材としてグローバルな内容もあるため、重点校の実践にも充分なり

うるものもある。拠点校は分かりやすいが、すでにそのような取組やつながり

が出来上がっており、ある学校での取組はネットワークを通じて別の学校に取

り入れられる状態になっている。だから、専門高校の優れた点を普通高校が吸

収できるつながりのイメージを考えても良いのではないか。拠点校は分かりや

すいが、重点校については非常に分かりにくいと思う。この図を見ても、グロ

ーバルは文系、理数教育は理系と考えると分かりやすいが、現実に、ＳＳＨも

目指すところは、グローバルな視点でものを考えるということ。グローバル教

育や理数教育の重点校を作っても、現実的には、例えばグローバル教育の重点

校と言っても科学的思考が必要であるなど、実際に学ぶ内容は幅広く、それぞ

れのつながりがあるため、重点校の役割をもう少し明確にした方が良い。 

 

  ○ 重点校という単語が今回新たに出てきたが、分かりにくい。新聞記者の立場

からすると、一般の読者には重点校はほとんど分からない。第１分科会から拠

点校という議論があり、第２分科会でも議論してきたが、地域の拠点なのか、

普通科、専門学科等の分野の拠点なのか、その辺りの議論も深めないといけな

い。重点校や拠点校がランク付けを際立たせることになると思うが、それで良
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いのではないかと考える。良い大学に行かせる拠点校や重点校、地域的にもそ

の次のランクの学校等があっても良いと思う。このような話をしないと先に進

まないのではないか。また、参考までに資料５にある医師を志す高校生支援事

業の具体的な取組と成果を伺いたい。 

  →（事務局）医師を志す高校生支援事業は平成２３年度からだが、それ以前から

医学部医学科合格のための支援事業は行っている。以前は県全体の医学部医学

科合格者数は３０数名程度だったが、近年は８０名前後に倍増している。それ

ぞれ中核的な学校が、他の学校の生徒も集め、医学部進学に向けた補習等を行

っている。 

  ○ 八戸高校では各学年医師希望者は４０～５０名ずついる。取組としては、学

年毎に他校にも呼び掛け、外部講師を呼び、講習を行っている。また、病院等

の現場に行き、疑似手術体験などを行っている。これらの事業を年３回程度実

施しており、参加している生徒の意識は高まっている。外部講師は予備校の先

生であるが、授業も好評で、生徒も熱心に受けている。 

 

  ○ これがまさに重点校としての取組であり、改めて重点校と位置付ける必要は

ないのではないか。 

 

  ○ 拠点校は事務局がまとめたとおり、特定の学科を幅広く学ぶための拠点校で

ある。普通科はもともと幅広く学んでいるが、幅広く学ぶ中でも、グローバル

教育や、医者を目指すことに向けた教育に重点を置く学校として、その中核的

な役割を担う学校が重点校ということである。ランク付けではなく、間口の広

い普通科だけに、何に重点を置くかということ。違う規模であれば、その上で、

学校規模、教員配置、予算等についても重点内容に耐え得るものにする。ただ、

例えば、予算について言えばその学校のためだけではなく、他の学校にも波及

させるため、連携した中で取り組むというイメージである。重点という言葉と

拠点という言葉があるが、一つのキーワードとしては、特定された内容につい

ての「拠点」と、開かれた普通科だからこその「重点」というイメージなので

はないかと思う。 

 

  ○ 重点校は様々な学校が担うということも有り得る。専門学科の拠点校につい

ては、様々な学校に見学に行ったが、一番の問題は設備投資である。しかも、

次々に新しい設備投資が必要であり、そうしないと子どもたちに良い教育は提

供できない。予算にも限りがあるため、全ての専門学科に設備投資をすること

はできないので、拠点校に大きく設備投資をして、拠点校で他校の生徒が学習

する機会を得られるということにすれば、拠点校の意味はあるのではないか。

しかし、資料５の３ページに「生徒による合同研究や教員研修等での連携」と

いうのが書かれているが、その連携の内容がアバウトであり、どのようなメリ

ットがあるのかということも含めて、もう少し具体的に説明し、議論をしてい

く必要がある。 
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   小磯分科会長から「重点校、拠点校については次の議題である学校配置や予算

等にも関係するので、そこでの議論とし、次のようにまとめたい。各学校におい

て、探究型学習などを通した教育活動のさらなる充実に努めること、各学校の役

割に応じた人財育成に向け、意図的に規模を維持することで、中核的な役割を担

う高校の在り方について今後検討する。普通科においてはグローバル教育や理数

教育などの重点校の設置を検討し、さらに、単位制や中高一貫教育の導入につい

て検討する。専門学科においては、特定の学科における専門科目を幅広く学ぶこ

とのできる拠点校の設置を検討する。」との発言があった。 

 

 (４)  学校規模の方向性について 

   事務局から、資料４「４ 学校規模の方向性」について説明した。 

 

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 青森市、弘前市及び八戸市の三市の普通高校では１学年６学級というのが第

３次実施計画から続いているが、三市でも１学年４学級の規模の学校を置く可

能性があるのか。また、重点校の概念がつかめないまま学校規模の議論が可能

なのか。重点校が必要だから６学級にするのではなく、逆に６学級を維持した

いがための重点校の設置という発想なのではないか。 

    また、職業教育の学校規模については妥当であると思う。 

 

  ○ ６学級の学校を残すことで、先駆的な取組が実施しやすくなるので、６学級

の規模を確保したいという前回の議論があったのではないか。 

 

  ○ 通学事情に配慮した学校配置の在り方については、前回の議論を踏まえて盛

り込まれたので良いと思うが、今回の整理案では「他の高等学校へ通学するこ

とが困難な地域が生じる場合には、高等学校教育を受ける機会を確保する観点

から当該高等学校の配置について配慮する必要がある」とあり、第３次実施計

画には記述のあった「困難である場合など」の「など」、「学校配置等」の

「等」がなくなっている。また、「柔軟な」もなくなっているのには理由があ

るのか。また、「通学することが困難な」とあるのは、単に物理的な点ではな

く、例えば通学費等、経済的にも困難な場合も含まれるのか。 

  →（事務局）これまでの議論の中で、２０年後には生徒数が半減し統廃合はやむ

を得ないという状況で、高校を統合するに当たり通学ができない地域を作るべ

きではないという意見があったことから、規模について論じる箇所ではあるが、

配慮すべき項目として記載した。 

  ○ 第３次実施計画では、記述に「等」「など」「柔軟」とあり、様々な状況を

総合的に判断する余地があるが、今回の整理案にはそのような記述がないので、

他の要素も考慮することなく、強いトーンのように感じるがその意図は何か。 

  →（事務局）これまでの議論の主要な観点に基づいたものであるため、このよう
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な整理案とした。第３次実施計画でも通学困難な地域があったために柔軟な配

置を行ってきた。また、通学が困難な地域ということについては、通学支援と

いう面では通学時間のほか、経済的なことも含まれる。 

  ○ 結局、この部分は具体的な議論のよりどころとなる部分になるが、そこでの

判断要素として今後重要になると思うので、再度確認させていただいた。 

  →（事務局）資料４の８ページにもこの点についての記載があるので、その部分

で再度御審議いただきたい。 

 

  ○ 資料４の６ページの記述は学級数についての話題なので、通学することが困

難な地域については、特に学級数について６学級や４学級とは限らないという

意味ではないか。 

 

  ○ ここは法律的には要件と効果についての記載であり、要件は「通学すること

が困難な地域が生じる場合」であり、それに対する効果として「高等学校の配

置について配慮」とあり、どちらも「等」が書かれていない。このことについ

てきちんと議論した方が良い。ここは「４ 学校規模の方向性」について論じ

ている箇所であるため、効果の部分である「高等学校の配置について配慮」と

いう点については、「５ 学校配置の方向性」で再度述べるという整理で良い

と思うが、ただ、要件として「通学することが困難な地域が生じる場合」と断

定するのか、それ以外の要素も考慮するような要件の定め方にするか否かにつ

いては今後整理が必要なのではないか。 

 

   小磯分科会長から「そのほかに考えられるとすると、経済的な問題から近所に

しか通えないという場合もあり、それを「等」として入れるべきかという今後の

議論になると考えられるという質問だと思うが、ほかに考慮すべき要素がないか」

と意見を求めた。 

 

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 「通学することが困難な地域が生じる場合」とあるが、ある地域の子ども全

員が高校に通えないという意味で書かれているわけではないと考える。背景に

は経済的な理由やその他の要因が複雑に絡み合っている。エリア全体としてそ

ういう傾向にある「地域」ということであれば、よく分かるのだが、そうでな

いならば、「地域」という言葉ではないのではないか。 

 

  ○ ４学級を下回った場合は統廃合ということもあると思う。統廃合がなされた

場合、今まであった高校がなくなる地域が生じる、その場合、配置を考慮すべ

きであるという意味であり、困窮とは違うという意味で設定された文章ではな

いか。 

 

   小磯分科会長から「重点校、拠点校の定義ははっきりとしたわけではないが、
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標準となる学校規模を定めるということ、基本となる学校規模は４学級以上、普

通科の重点校の学校規模は６学級以上、専門学科の拠点校の学校規模は１つの専

門学科で４学級以上とするが、募集停止することによって、他の高校へ通学する

ことが困難な地域が生じる場合には、配慮する必要があること、以上のことを踏

まえ、学校配置の方向性について議論していく。」と発言があった。 

 

 (５) 学校配置の方向性について 

   事務局から、資料４「５ 学校配置の方向性」について説明した。 

 

 ＜学校配置の考え方＞ 

   委員から、次のような意見があった。 

 

  ○ 統廃合する場合はあらかじめ基準を示し、地域の理解を得ることは欠かせな

いと思う。皆さんに納得していただける具体的な基準の設定の仕方が重要にな

ってくるだろうし、説明の仕方なども重要なステップになる。 

 

  ○ 関係者及び県民に統廃合が必要だと説明していくに当たって、一定の基準は

必要だと思う。具体的にどういった基準にするかというのは、非常に難しい問

題で、客観的なデータがあるわけではなく、検討が必要だと思う。 

    県民に向けて分かりやすく説明するに当たっては、県の一律の基準が必要に

なってくると思う。 

 

  ○ 基準を示し、地域の方に理解していただいた上で、募集停止や統合をするこ

とになった場合は丁寧に具体的に示していく必要があると思う。各家庭が多様

化している状況で、生徒の送迎に係る負担や通学費等の経済的な面により子ど

もに教育を施すことができないような状態にならないよう対応する必要がある。

オール青森の視点で、県全体として取り組んでいかなければいけない問題であ

る。 

 

○ 統合の方法についてはここに書いてある内容で良い。県高等学校長協会とし

ては、Ａ高校とＢ高校が統合してＡ高校になるのは、良くないのではないかと

いう意見である。Ａ高校とＢ高校が統合してＣ高校になるというのが自然では

ないかと思う。さらに、統合の方法について明記してあるのも良い。 

 

   小磯分科会長から「役割に応じた規模で高校を配置するためには、計画的に統

合する必要がある。他の高校への通学が困難な地域に配慮して配置している高校

の統合については、具体的な基準をあらかじめ示し、地域の理解を得ながら取り

組む必要がある。今後は、新設による統合を基本とすることが望ましい。生徒に

とって必要な学科の選択肢を確保するため、複数の学科を有する高校の設置につ

いても検討する。」との発言があった。 
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 ＜地域の理解を得ながら進めるための取組＞ 

   小磯分科会長から、「学校配置の方向性について意見を伺ったが、実際の配置

を考えると非常に難しい問題である。学校配置を考える上では、地域の理解を得

ながら進めていくということが重要なポイントになると思うが、参考となる事例

などがあったら、事務局から説明をお願いしたい。」と発言があった。 

 

   事務局から資料を配布し、「高等学校教育改革に関する意見聴取の取組の例」

について説明した。 

 

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 統廃合を実施する段階で地域に説明をして理解を得ながら進めていくことも

大事だと思うが、統廃合について記載した方針をまとめるに当たっても市町村

との連携・協力・理解を得ることが必要だと感じている。他県では検討会議に

市町村長、市町村教育委員会教育長が所属している例があり、スクールバスの

運行や通学費補助などはお金が絡むため、地域の理解を得て方針を決めること

も今後は検討した方がよいと思う。 

 

   小磯分科会長から、「今後は、地域からの意見聴取の在り方についても検討が

必要になると思うので、各地区部会において、第２分科会の整理案と併せて意見

交換をお願いしたい。」と発言があった。 

 

  (６) 定時制課程及び通信制課程の方向性及び学校規模・配置に当たっての支援等

について 

   事務局から、資料４「６ 定時制課程及び通信制課程の方向性」及び「７ 学

校規模・配置に当たっての支援等について」について説明した。 

 

   委員から、次のような意見があった。 

 ＜定時制課程及び通信制課程の方向性＞ 

 

  ○ 弘前中央高校の定時制が閉課程となったが、八戸市内、青森市内、弘前市内

に三部制の学校があった方が、交通手段を考えた上で適当だと考える。今後の

方向性としては現状の配置を基本としているが、配置場所にも配慮しながら検

討していくという文言を入れて欲しい。 

 

  ○ 県内３地区に定通教育の拠点となる単独校を設置するという方向性は間違っ

ていなかったと考えている。そこを目指して進む生徒もいること、生徒の多様

な生活に合わせたカリキュラムが編成されていることを考えると方向性として

は間違っていなかったと思う。今後は、この３つの拠点校を中心に教育の機会

均等の立場から、通学困難な生徒、自宅でないと高校教育を受けることができ

ない生徒などに対して指導が可能となる通信教育の充実を図って欲しい。 
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 ＜ＩＣＴの活用による教育活動の充実＞ 

  ○ 木造高校深浦校舎では今年度からＩＣＴを活用した遠隔授業に取り組むこと

になっている。ＩＣＴを活用することで直ちに成果が出るかどうかは分からな

いが、可能性はあると思うので、今後研究を進めていく段階にある。  

   機械よりも教師が面と向かって授業をした方が効果があると思うが、機械に

は機械の良さがあるので、その辺についてじっくりと研究していきたい。ただ、

これをもって学校規模や配置に影響を与えることまでは考えない方が良いと思

う。 

 

 ＜高等学校間の連携＞ 

  ○ 県内の通信制は拠点校が北斗高校、尾上総合高校、八戸中央高校の３校があ

るが、五所川原高校、三沢高校、田名部高校は協力校となっている。田名部高

校は北斗高校の協力校であるため、本来、北斗高校の生徒であっても田名部高

校で面接指導を受けられるはずなのだが、実際には下北から北斗高校まで通学

している。ＩＣＴを使って本校の面接指導を受けることができれば、本校まで

行く必要がなくなる。冬場には交通機関が止まることがある地域であれば、ま

すますＩＣＴの活用が有効に機能してくる。 

    また、高校間の連携や授業の効率化のためにもＩＣＴが活用できる。定時制

高校・通信制高校であれば発達障害といったケースの子どもが多くなる。例え

ば、読み書きに障害を抱えている子どもにはタブレットを持たせることで教育

効果を高める可能性も出てくると思う。 

 

  ○ 小規模校だから、一人一人の生徒に対して、よりきめ細かな指導を行うこと

ができるとは一概に言えないのではないか。１学年１学級当たり４０名の学校

に教員が何名配置されているかということを考えると、１人の教員の負担は大

きいと思う。規模ではなく教員配置が課題だと考える。 

 

   小磯分科会長から、「確かに小規模校では一人一人の子どもの顔を覚えること

ができるなどきめ細かく指導できるが、少ない教員数で全ての行事等を行う必要

があり、時間的なことを考えると問題もあると思う。」と発言があった。 

 

 

 ＜全国からの生徒募集＞ 

  ○ 青森県の魅力である農業や自然に特化した専門学科を設置して、生徒と親が

一緒に来て、卒業後は本県に就職して定住してもらうということを考えていき

たい。 

 

   小磯分科会長から、「外から来るというのは親の世代がもともと本県の出身で、

戻ってくるということも当然あるかも知れない。」との発言があった。 
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 ＜教員の資質向上と教職員定数＞ 

  ○ 記載されている内容については当然のことだと思う。 

 

 ＜高等学校間の連携＞ 

  ○ 高等学校間の連携に課題があるのは、各高校で担うべき目標があって、それ

で非常に忙しいということが要因なのか。 

 

  ○ 理数科同士、総合学科同士など、同じ目標を持っている高校同士は現状でも

連携している。組織化しているかどうかは別として、同じ目標があれば、状況

に応じて連携していくと思う。それ以外の内容で連携すれば仕事は増えていく。 

 

   小磯分科会長から、「お互いがウインウインになれるような連携であるならば

良いということか。」と確認の発言があった。 

 

   小磯分科会長から「定時制課程及び通信制課程の方向性のポイントとしては、

現状の配置を基本に充実について検討する。学校規模・配置に当たっての支援等

については、高校間の連携によって教育活動を充実させる。ＩＣＴの活用によっ

て高校教育の質の確保を図る。高等学校教育を充実するためには、教員の資質向

上と教職員定数の拡充が必要である。全国からの生徒募集は、本県の高校教育を

広く他県の生徒に提供することによって、本県及び他県の生徒にとって充実した

魅力あるものとなるかについて検討する。」と発言があった。 

 

  (７) 全体を通しての意見の確認 

   小磯分科会長から、「全体を通して意見をいただきたい。重点校、拠点校につ

いては規模と配置の問題、その他に関わる支援の問題、そこから少し外れて距離

が遠いことに対して配慮していく問題等、全て絡まっていることだと思うが、こ

のことについて確認していきたい。」と意見を求めた。 

 

   委員から、次のような意見があった。 

  ○ 重点校は１学年６学級以上の規模の大きい学校で、県版のＳＳＨやＳＧＨ、

単位制や中高一貫教育を取り入れ、他の学校とも連携を取るというイメージで

解釈している。この解釈でよいか。 

  →（事務局）そのようなイメージである。中学校卒業予定者数の減少が大幅に見

込まれる中にあって、それを学級減だけで対応していった場合の姿を想定した

資料をお示しした。一定の学校規模を確保することで、教職員数が確保され、

教科指導及び部活動の面等でもそれなりに充実した教育環境が整備できる。そ

ういった中で、普通科の重点校、職業学科の拠点校を設けて教育環境の充実を

図っていくという方向性である。ただ、その学校だけが充実した教育環境を実

践するのではなく、それ以外の学校に対しても効果を及ぼすような取組が必要

と考える。 
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  ○ 県内６地区に１学年６学級以上の重点校を設置できるとは思えないが、どの

ように考えているのか。 

  →（事務局）中学校卒業予定者数が大幅に減少する中で、地区によって状況が違

う。県全体としての考え方を審議していただいているが、地区の配置について

は地区部会において各地区の実情に応じた審議により、意見をいただきながら、

県全体の方向性をまとめていく作業になる。 

 

  ○ 「４ 学校規模の方向性」にある①～③の学校規模については、基本的に賛

成である。重点校についてであるが、医師を志す高校生支援事業は事業なので、

いつかはなくなるかも知れないし、違う事業が立ち上がるかも知れない。また、

ＳＧＨもＳＳＨも永遠に続くということではない。したがって、普通科の重点

校というのは、一つの事業に対して、それを推進することができる規模を持っ

た学校であり、そのような学校をきちんと残しておくという認識で捉えている。 

 

   小磯分科会長から、「普通科の中で一つの内容についてしっかりと取り組むこ

とのできる形を作るのが重点校であると認識している。拠点校については、同じ

ジャンルだけではなく、普通科と職業学科が連携しても良いのではないか。おそ

らく課題は、重点校と拠点校の中核的役割は何かということだと思う。地域の中

核を成すという概念が今回の整理案には入っていないが、その地域の中核を成す

と考えれば、拠点校が隣の普通高校と連携するということもあり得る。或いは医

者を目指すということであれば、隣の普通高校と協力するようなエリアというこ

とも考えられる。これをどのように文言に入れるかについては難しいと感じてい

る。入れるとすれば、１０ページの『高等学校間の連携』の一つ目の○に、一言

入れれば、ただ単にグローバル教育、理数教育に取り組むのではなく、中核にな

っているというニュアンスを連携先の学校が持てるのではないか。」との発言が

あった。 

 

  ○ 「教育の機会均等」と「人財育成」が大きなポイントになっていると思う。

どういうところに住んでいても、どういった経済状況であっても、均等に教育

を受けられる権利がどの生徒にもあるということと、一方では生徒たちの個性

や様々な能力を伸ばし、今後の青森県をリードしていけるような人財育成は、

重点校としての役割になると感じている。そして、その必要性を私達一人一人

が理解していく必要がある。 

 

   小磯分科会長から、「本日で全てを決定するわけではなく、次につなげて検討

していきたい。冒頭で事務局から資料２により説明があったとおり、本日の会議

で委員の皆さんからいただいた御意見を反映し、修正した整理案を５月に開催す

る地区部会へ意見照会する。各地区の部会長、また地区部会委員の校長先生方に

は、次回６月の会議で、各地区部会の意見を報告するようお願いしたい。その上
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で、次回の会議で第２分科会報告を取りまとめ、７月の第４回検討会議で報告す

る予定である。」と確認された。 

 

 

３ 閉会 
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